
別表第十三(第十四条関係) 

(用紙の寸法は、日本産業規格A4とする。) 

財務事項一覧表 

令和  年  月  日現在 

(単位：千円) 

賃

借

対

照

表 

Ⅰ 資産 合計   

  流動資産 合計   

固定資産 合計   

繰延資産 合計   

Ⅱ 負債 合計   

  流動負債 合計   

固定負債 合計   

Ⅲ 純資産 合計   

  株主資本 合計   

  資本金   

評価・換算差額等 合計   

新株予約権 合計   

損

益

計

算

書 

Ⅰ 売上高 合計   

  完成測量高   

Ⅱ 売上原価 合計   

  完成測量原価   

売上総利益(売上総損失)   

Ⅲ 販売費及び一般管理費 合計   

営業利益(営業損失)   

Ⅳ 営業外収益 合計   

Ⅴ 営業外費用 合計   

経常利益(経常損失)   

Ⅵ 特別利益 合計   

Ⅶ 特別損失 合計   

税引前当期純利益(税引前当期純損失)   

法人税等 合計   

当期純利益(当期純損失)   

 消費税及び地方消費税に相当する額の会計処理の方法   

記載要領 

1 財務事項一覧表は、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準その他の企業会計の慣行をし

ん酌し、会社の財産及び損益の状態を判断することができるよう明瞭に記載すること。 

2 勘定科目の分類は、国土交通大臣が定めるところによること。 

3 記載すべき金額は、千円単位をもって表示すること。ただし、会社法(平成17年法律第86号)

第2条第6号に規定する大会社にあっては、百万円単位をもって表示することができる。この場合、

「千円」とあるのは「百万円」として記載すること。 

4 金額の記載に当たって有効数字がない場合においては、科目の記載を要しない。 

5 持分会社である場合においては、「株主資本 合計」とあるのは「社員資本 合計」として記

載すること。 

6 消費税及び地方消費税に相当する額の会計処理の方法は、税抜方式及び税込方式のうち財務事

項一覧表の作成に当たって採用したものを記載すること。



(用紙の寸法は、日本産業規格A4とする。) 

完 成 測 量 原 価 報 告 書 

自 令和  年  月  日 

至 令和  年  月  日 

(会社名)       

Ⅰ 人件費                               千円 

   給料手当                       ××× 

   退職金                        ××× 

   法定福利費                      ××× 

   通勤費                        ××× 

   雑 給                        ××× 

    人件費計                          ×××× 

Ⅱ 外注費 

   測量外注費                      ××× 

   外注加工費                      ××× 

    外注費計                          ×××× 

Ⅲ 材料費                             ×××× 

Ⅳ 経 費 

   福利厚生費                      ××× 

   旅費交通費                      ××× 

   機械等経費                      ××× 

   車両費                        ××× 

   通信運搬費                      ××× 

   消耗品費                       ××× 

   備品費                        ××× 

   図書費                        ××× 

   地代家賃                       ××× 

   水道光熱費                      ××× 

   修繕維持費                      ××× 

   保険料                        ××× 

   賃借料                        ××× 

   交際費                        ××× 

   会議費                        ××× 

   租税公課                       ××× 

   運航関係費                      ××× 

   補償費                        ××× 

   減価償却費                      ××× 

   雑 費                        ××× 

    経費計                           ×××× 

    完成測量原価                        ××××



記載要領 

 1 「雑費」に属する費用で経費の総額の10分の1を超えるものについては、当該費用を明示す

る科目をもって記載すること。 

 2 勘定科目の分類は、国土交通大臣が定めるところによること。 


